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◎開会及び開議の宣告 

○議長（伊藤福章君） 定刻並びに出席議員が定足数に達しておりますので、ただ今から平成1

7年第9回美郷町議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（伊藤福章君） 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第118条の規定により、次の者を指名いたします。 

 3番、杉澤隆一君、4番、熊谷隆一君を指名いたします。 

 

 

◎会期の決定 

○議長（伊藤福章君） 次に、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会を本日1日限りとしたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（伊藤福章君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日1日限りと決しました。 

 

 

◎議長の諸般報告 

○議長（伊藤福章君） 次に、日程第3、諸般の報告を行います。 

 1として、町の監査委員より、例月出納検査、平成17年度予算8月分の報告がありました。

その写しを皆さんのお手元に配布しております。それをもって報告にかえたいと思います。 



－5－ 

 

  

◎町長の招集あいさつ 

○議長（伊藤福章君） 日程第4、本臨時会の招集にあたって、町長の招集のあいさつがありま

す。町長 松田知己君。 

（町長 松田知己君 登壇） 

○町長（松田知己君） 本日、平成17年第9回美郷町議会臨時会を招集いたしましたところ、議 

議員各位にはご多忙のところご出席いただきお礼申し上げます。 

 はじめに、議員各位並びに住民各位にご心配をいただいておりました、ＪＡ秋田おばこ千

畑支所種子センターにおける、消毒用薬剤流出事故について申し上げます。10月10日の事故

発生以降町としても対応策を講じてまいりましたが、数回にわたる地下水水質検査や土壌分

析調査の結果を踏まえ、昨日、県並びにＪＡ秋田おばことの協議のもと安全制を確認し、地

下水の飲用等について禁止を解除いたしております。ご不便をされた方々に心からお見舞い

申し上げますとともに、このような事態が二度と起こらないように強く要請してまいりたい

と存じます。 

 次に、営業継続を要望してまいりました千畑スキー場についてですが、先般、経営主体で

ある国土から、今期は営業を休止する旨の連絡がありました。これまでスキー場の利用促進

策を継続実施してきているだけに、営業休止という決定は残念と言わざるを得ません。町と

しては、今後の営業再開を期したいと存じます。 

 続いて、提出いたしました議案の概要をご説明申し上げます。議案第86号工事請負契約の

締結についてですが、大坂善知鳥外川原線改良舗装工事の請負契約を締結したくお諮りする

ものです。本路線は、平成18年度のプレ国体並びに19年度の秋田わか杉国体の自転車ロード

レースに共用する路線となります。 

 議案第87号工事請負契約の締結についてですが、六郷東部地区簡易水道新設工事の請負契

約を締結したくお諮りするものです。六郷東根、田の尻、中村、関田地区に水道管約3キロメ

ートを埋設するものです。 

 議案第88号美郷町一般会計補正予算第6号ですが、アスベストの使用が確認された、旧六郷

消防分署及び旧仙南消防分署について、アスベストを除去する経費を計上するものです。 

 以上提出議案の概要をご説明申し上げ、招集のあいさつといたします。よろしくご審議賜

りますようお願い申し上げます。 
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第８６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤福章君） 次に、日程第5、議案第86号 工事請負契約の締結についてを上程し、

議題とします。 

 事務局長が議案を朗読いたします。 

（事務局長朗読） 

○議長（伊藤福章君） 提案理由並びに内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長(森川福蔵君） 議案第86号についてご説明申し上げます。 

 これは、工事請負契約の締結でございます。契約の方法ですが、指名競争入札としまし

た。9社を指名してございます。 

 指名の理由ですが、当工事の規模等から町内の県各付け土木Ａ級の有資格者を指名してご

ざいます。これは議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、又は処分に関する条例第2条の

規定により提案するものでございます。 

 なお、詳細については、工事説明書を議案資料集に添付しましたのでご参照ください。以

上でございます。 

○議長（伊藤福章君） 議案第86号についての説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。１番、鈴木 一君。 

○１番（鈴木 一君） 場所はどの辺ですか。図面はありますが、どの当たりまで延びるの

か、それによって聞きたいことがありますので。 

○議長（伊藤福章君） 建設課長。 

○建設課長（照井一夫君） お答えします。大坂橋を現在発注してございますが、それの前後2

20メートルを施行するものです。 

○議長（伊藤福章君） １番、鈴木 一君。 

○１番（鈴木 一君） 220メートル前後と言いましたけれども、大坂の神社までさかのぼるこ

とですか、鳥居のあるところまで。 

○議長（伊藤福章君） 建設課長。 

○建設課長（照井一夫君） 鳥居は、第一工区で発注済みでございます。 

○議長（伊藤福章君） １番、鈴木 一君。 
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○１番（鈴木 一君） 鳥居は、町で撤去して建てることですが、かなりの日数がかかるとい

うことで、3月に入らないと許可が降りてこない。それは、地主の関係か農振除外の関係なの

か教えてもらいたい。自治会長は知っていると思うが、一般の人達は大分長くかかるものだ

なと言っているので。 

○議長（伊藤福章君） 建設課長。 

○建設課長（照井一夫君） 鳥居の件については、町にお任せしますということですので、な

かなか部材が揃わないことで、若干の遅れはあろうかと思います。鳥居の農地は全然関係ご

ざいません。道路を利用するということでございます。 

○議長（伊藤福章君） １番、鈴木 一君。 

○１番（鈴木 一君） 道路には関係ないと、別個に置くと、田んぼを5畝分くらいある方から

譲ってもらうということですが、そこに建てると、駐車場も兼用することのようですから、3

月くらいまでかかる、お祭りは6月なので十分間に合いますが、その点を確認しておきたいと

思います。別に、できないとか良いとかではありません。 

○議長（伊藤福章君） 建設課長。 

○建設課長（照井一夫君） 時期については、3月まで工期がございますので、それまでは施行

されるということでございます。 

○議長（伊藤福章君） １番、鈴木 一君。 

○１番（鈴木 一君） はい、わかりました。 

○議長（伊藤福章君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤福章君） 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤福章君） 討論なしと認めます。 

 議案第86号について、これより採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第86号について、原案のとおり決定するにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（伊藤福章君） 異議なしと認めます。 
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 よって、議案第86号 工事請負契約の締結については、原案のとおり決しました。 

 

 

◎議案第８７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤福章君） 次に、日程第6、議案第87号 工事請負契約の締結についてを上程し、

議題とします。 

 議案を朗読いたします、事務局長。 

（事務局長朗読） 

○議長（伊藤福章君） 提案理由並びに内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（森川福蔵君） 議案第87号についてご説明申し上げたいと思います。 

 契約の方法でございますが、指名理由として、工事内容から県格付け水道施設工事Ａ級の

資格を有する町内、及び大仙市内の業者の中から指名してございます。これは、13社を指名

してございます。 

 議会の提案理由ですが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第2条の規定により提案するものでございます。 

 なお、詳細については、工事説明書を議案資料集に添付しましたのでご参照ください。以

上でございます。 

○議長（伊藤福章君） 議案第87号についての説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

(「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤福章君） 討論なしと認めます。 

 議案第87号について、これより採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第87号について、原案のとおり決定するにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（伊藤福章君） 異議なしと認めます。 
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 よって、議案第87号 工事請負契約の締結については、原案のとおり決しました。 

 

 

◎議案第８８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（伊藤福章君） 次に、日程第7、議案第88号 平成17年度美郷町一般会計補正予算第6

号についてを上程し、議題とします。 

 議案を朗読いたします、事務局長。 

（事務局長朗読） 

○議長（伊藤福章君） 提案理由並びに内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長 (森川福蔵君） 議案第88号についてご説明申し上げたいと思います。 

 6ページをお願いします。歳出からご説明いたします。 

 2款1項5目財産管理費の11節に346万円を補正するものです。その内容ですが、9月定例議会

の行政報告で六郷体育館、旧六郷消防分署にアスベストを使用している報告をしておりま

す。その後、旧仙南消防分署への使用も確認されました。このことに伴って、旧六郷消防分

署と旧仙南消防分署の車庫部分に使用されているため、速急にアスベスト除去を実施するた

めの経費を計上しました。 

 なお、六郷体育館については、使用されている量が法定で定めている基準以下でありまし

たが、利用者の不安を取り除くということで、予備費でアスベスト除去を行ってございま

す。工事も終わりまして空気中への飛散は確認されず、安全を確認されました。 

 5ページをお願いしたします。その財源の歳入でございます。9款1項1目1節地方交付税の34

6万円を充当するものでございます。また、このことによって、地方交付税の留保分は、4億3

63万9,000円となります。このことにより、歳入歳出予算の総額にそれぞれ346万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を126億5,819万5,000円とするものでございます。以上でございま

す。 

○議長（伊藤福章君） 議案第88号についての説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

(「なし」の声あり) 

○議長（伊藤福章君） 質疑なしと認めます。 

 これより討論に入ります。討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（伊藤福章君） 討論なしと認めます。 

 議案第88号について、これより採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第88号について、原案のとおり決定するにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（伊藤福章君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第88号 平成17年度美郷町一般会計補正予算第6号については、原案のとおり

決しました。 

 

 

◎閉会の宣告 

○議長（伊藤福章君） 以上で本臨時会に付議されました事件については、全部議了されまし

た。 

 会議を閉じます。 

 これをもちまして、平成17年第9回美郷町議会臨時会を閉会いたします。 

 

(午前１０時１８分) 
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